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※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

総合事業においては、従
前相当サービス、通所型
サービスAや通所型サー
ビスCを実施し、本人の状
態にあったサービスの利
用を促している。住民主体
の生活支援を中心とした
訪問型サービスの立ち上
げに取り組む必要があ
る。

介護予防・生活支援サービス
事業の推進

住民主体の居場所（累計）⇒3カ所

住民主体の居場所⇒１か所
立ち上げに関する補助を継
続。住民主体の居場所となる
地域拠点(事務所)について、
連絡会等で包括、社協等と情
報交換等を行った。

△

住民主体の居場所：１か所。
包括、社協と情報交換をしながら
地域拠点(事務所)探しに取組ん
だが、新たな居場所を開拓できな
かった。通いの場と同様、立ち上
げまでに時間がかかる取組のた
め、今後も適切な場所と短時間
借用が可能な物件を探し、住民
主体の居場所づりに取り組む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

通所型サービスCについ
ては、通年での教室の実
施や種類を増やし、介護タ
クシーの利用も可能とし
て、利用者の利便性を高
めている。従前相当サー
ビスの利用者が多い状況
のため、偏らないようにし
ている。

介護予防・生活支援サービス
事業の推進

サービスCの参加者数⇒１３５人 サービスCの参加者数⇒87人 ○

新型コロナ感染症の影響により、
企画していた教室が短縮された
り、中止となったりで目標達成に
は至らなかった。今後、教室内容
や参加者の動向を分析するとと
もに、サービスを利用することで、
要介護状態への移行予防に効果
的な教室となるよう運営に取組
む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

効果的で効率的な介護予
防として、教室の種類も複
数実施している。通所系
サービス以外の多様な
サービスの創出にも取り
組む必要がある。

一般介護予防事業の推進
一般介護予防教室への参加者数⇒
３５０人

一般介護予防教室の参加者
数⇒362人
ミニデイや通いの場等、希望
サークルへ出張講話を実施

◎

出張講話を積極的に展開したこ
とにより参加者増。今後、介護予
防やフレイル対策として一般介護
予防教室の充実を図りながら、生
活支援体制整備事業や自立支
援型地域ケア会議と連動した
サービス体系の構築に取組む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

介護予防やフレイル対策
として一般介護予防教室
の充実を図っている。通い
の場については、民間企
業との連携や新たな社会
資源の発掘・活用に取組、
活動を支援する必要があ
る。

一般介護予防事業の推進

①100歳体操の実施サークル（累
計）⇒21カ所
②100歳体操サークルの参加者数
⇒250人

①100歳体操サークル数⇒12
カ所
②100歳体操サークルの参加
者数⇒201人

○

サークル数、参加者数ともにコロ
ナ禍の影響もあり、目標達成に
は至らなかった。一般介護予防
教室や通所型サービスＣを卒業
した方が通えるよう、公民館以外
での通いの場の開拓に民間企業
と連携しながら取組む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

自立支援や介護予防に資
するアセスメント力を高め
るとともに、ケアマネジメン
ト力の強化に取組む必要
がある。

介護支援専門員に対する支
援・指導の充実

介護支援専門員への研修⇒３回

・認知症ケアに携わる多職種
協働研修を実施(令和５年２
月)

△

研修開催数は目標に至らなかっ
たが、自立支援型地域ケア会議
は継続的に実施しており、多様な
専門職からのアドバイスが介護
支援専門員のOJTに繋がってい
る。また、各包括支援センターで
は、介護支援専門員からの相談
に対応出来るよう体制を整えてい
る。

第８期介護保険事業計画に記載の内容 令和4年度（年度末実績）



区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

第８期介護保険事業計画に記載の内容 令和4年度（年度末実績）

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

医療と介護の両方を必要
とする状態の高齢者が増
加していくことが想定され
る。包括的かつ継続的に
在宅での医療と介護が提
供出来るシステムを構築
し、高齢者を地域で支えて
いく必要がある。

在宅医療と介護の連携促進
・多職種研修⇒２回
・住民への普及啓発⇒２回

・多職種連携研修⇒４回
・住民への普及啓発⇒０回

◎

事業は中部地区医師会へ委託。
３か月毎に会議を開催し市の課
題を抽出、特に入退院支援、療
養支援、救急時支援、看取りにつ
いて検討し解決に向け取り組ん
でいる。多職種研修と住民への
普及啓発について目標値を設
定。市民への普及啓発について
は、今後、自治会で講演会をする
など工夫して取組む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

４つの中学校圏域で自立
支援型地域ケア会議を開
催。身近な地域での開催
で地域資源の発見やネッ
トワークの構築、地域課題
の発見・解決が果たせる
よう運営。

地域ケア会議の充実

・自立支援型地域ケア会議での検
討件数⇒４０件
・地域課題型地域ケア会議の開催
回数⇒１回
・自立支援型地域ケア会議において
事例提供した事業所数⇒１２カ所

・自立支援型地域ケア会議で
の検討件数⇒36件
・地域課題型地域ケア会議の
回数⇒0回
・自立支援型地域ケア会議に
おいて事例提供した事業者数
⇒25か所
・自立支援型地域ケア会議を
各地域包括支援センター毎で
開催し、ケアマネのOJTとして
会議のオンライン配信を実
施。

◎

目標値はほぼ達成。、自立支援
型地域ケア会議を圏域毎のより
身近な地域で開催することは、地
域資源の発掘、ネットワークの構
築に繋がる。今後もケア会議の
目的の一つである地域課題の発
見、解決を果たせるような運営に
取組む。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

認知症サポーター養成講
座を地域住民、企業、職
能団体、市職員等を対象
に実施。講座受講後に、
地域で暮らす認知症の人
や家族の困り事の支援
ニーズと認知症サポー
ターを結びつけるための
「チームオレンジ」の仕組
みづくりの検討が必要。

認知症サポーター養成講座や
認知症キャラバン・メイトの育
成

認知症サポーター養成講座受講者
数⇒５００人

認知症サポーター養成講座⇒
開催数26回
受講者数⇒582人
累計⇒6,064人
今年度、企業等での認知症サ
ポーター養成講座の実施が16
可所。

◎

目標値を達成。今後は、小中学
生向けのサポーター養成講座開
催の充実やキャラバン・メイト連
絡会と認知症地域支援推進員の
連携した活動に取組む。また、
チームオレンジの仕組みづくりに
ついても検討する。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

認知症地域支援推進員を
中心に毎月４か所の地域
包括支援センターで認知
症カフェの企画・運営が行
われている。介護サービ
ス事業所や住民による自
主的な認知症カフェについ
ても幅広い取組が必要。

認知症カフェ等の設置、活動
の推進

・認知症カフェ開催箇所数（累計）⇒
6カ所
・認知症カフェの参加者数⇒480人

・認知症カフェ開催箇所数(累
計)⇒2カ所

・認知症カフェの参加者数⇒
122人

△

地域包括支援センター４カ所のう
ちコロナ禍の影響もあり認知症カ
フェが開催出来たのは２か所の
み。認知症カフェの参加者数も目
標値を下回った。くつろぐ場、認
知症を学ぶ場、認知症やその家
族、支援者が繋がる場として、認
知症カフェの設置数、参加者数を
増やしていきたい。

①自立支援・
介護予防・重
度化防止

令和２年度より、街中にあ
る自動販売機とITを活用し
た捜索システムの事業を
開始。地域住民が集まる
場で事業の案内とおかえ
りサポーターや認定団体
を増やす取組が必要。

認知症高齢者等見守りおかえ
り支援ネットワーク事業の充実

見守りおかえりサポーターの認定団
体数（累計）⇒43団体

見守りおかえりサポーターの
認定団体数⇒60団体
ITを活用した捜索ネットワーク
事業の進展

◎

見守りおかえりサポーターの認
定団体数は目標値を達成。今後
も社会貢献頂いていることのア
ピールと事業の広報を図りつつ、
県内企業・団体等の機運を高
め、早期発見・保護に協力頂ける
サポーターの獲得に取り組む。ま
たITを活用した事業も実用化に
向け進展中。



区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

第８期介護保険事業計画に記載の内容 令和4年度（年度末実績）

②給付適正化

地域密着型サービスの充
実を図ることにより、住
み慣れた地域での在宅生
活を継続することができ
る。

施設整備の促進

地域密着型サービスの事業所数

認知症対応型共同生活介護：８
認知症対応型通所介護：３
小規模多機能型居宅介護：４
共用型認知症対応型通所介護：２
地域密着型通所介護：８

第８期計画に基づき、下記の
地域密着型サービスを公募

・看護総規模多機能型居宅介
護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者
生活介護

○

認知症対応型共同生活介護（1ヵ
所）、地域密着型特定施設入居
者生活介護（1ヵ所）については、
R5年開設予定。看護小規模多機
能型居宅介護については、応募
者がなく、第９期への検討が必
要。

②給付適正化

Ｈ30年度より居宅介護支
援事業所の指定・指導権
限が移譲されたことなど
を踏まえ、事業所の指
定・指導監督業務の資質
向上が求められる。

実地指導の実施

実績

Ｈ29：12事業所（地域密着型）
Ｈ30：７事業所（地域密着型）
Ｒ１：実績なし
Ｒ２：２事業所

居宅介護支援事業所

Ｒ4：9事業所
※新型コロナ感染拡大によ
り、うち3事業所は文書による
点検を実施。

△

・指定更新で重複する確認事項があるた
め、効率化を図りながら実施する必要あ
り。
・居宅介護支援事業所は計画通り実施
できたが、新型コロナ感染拡大の影響に
より、地域密着型サービス（特に入居系）
については未実施であったため、今後計
画的に実施していく必要あり。

②給付適正化

要介護認定の適正化
介護認定調査員及び介護
認定審査会の平準化に努
める必要がある。

・事務局・認定調査員との調整
会議を隔月ごとに実施し、認定
調査に関する内容等の意見交
換、認定審査会からの意見等
の伝達を行う。
・認定調査員の日直当番制を
導入し、調査員間の調査票の
内容確認を行い、調査員間の
共通認識を図る。

・事務局・認定調査員定例会
奇数月 第４木曜日

・認定調査員の日直制の導入

・事務局、認定調査員定例会
　隔月第４（木）の年間６回実
施

・認定調査員の日直制の導入

・介護認定調査業務委託（調
査業務を円滑に実施するため
県内事業所と委託契約を結
ぶ）

○

申請から認定までの期間の長期
化が課題となっている。今後も、
要介護認定の申請件数の増加
が見込まれる中、要介護認定を
遅滞なく適正に実施する必要が
ある。

②給付適正化

ケアプラン点検
居宅介護支援事業者に資
料提出を求め、適正な
サービスの確保に努める
必要がある。

ケアプランの点検によって介護
支援専門員の資質向上を支援
するとともに自立支援に資する
適切なケアプランやサービス
の提供となるよう努める。

・介護給付適正化システム、トリトン
モニターを活用して、不適切な給付
実績を抽出し、ケアプラン点検に繋
げる。
・生活援助理由書、例外給付による
福祉用具貸与理由書、暫定ケアプ
ランの提出の際、是正及び支援する
ことを目的にケアプラン点検を実施
し、個々の必要とするサービスを確
保するとともに、ケアマネジャーのス
キルアップ、質の向上を図る。

・生活援助理由書：54件
・例外給付福祉用具貸与理由
書：50件
暫定プラン：169件
文書点検：6事業所16件

◎

介護給付適正化システム、トリト
ンモニターシステムを有効活用
し、ケアプラン点検の実施件数の
増を図る。

②給付適正化

住宅改修等の点検
改修工事の内容確認、見
積書の点検、実態調査等
を行う。また、改修価格の
適正化のため、割高な改
修工事については聴取等
行う必要がある。

・住宅改修の事前協議の際、
提出資料にて対象者の状態像
と改修内容に疑義があれば、
追加資料の要求や改修前後
の実態調査を適宜行う。

提出資料の精査、適宜追加資料の
要求、適宜実態調査、内容聴取

住宅改修事前協議：137件
実態調査：1件
追加資料、内容聴取について
は、疑義のある際は適宜実施

◎
住宅改修の利用に際して、リハビ
リテーション専門職等を積極的に
関与、活用していく必要がある。



区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
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②給付適正化

縦覧点検・医療情報との
突合

介護給付適正化システ
ム、ﾄﾘﾄﾝモニターを活用し
て、介護報酬の支払状況
を確認し、提供されたサー
ビスの整合性、算定回数
をチェックする必要があ
る。

算定期間回数制限、重複請
求、居宅介護支援請求のサー
ビス実施状況、入退所を繰り
返す受給者、軽度の要介護に
係る福祉用具貸与品目一覧に
ついて重点的に点検を実施す
る。

毎月、国保連から情報提供される帳
票を取り込み、介護給付適正化シス
テム、トリトンモニターを積極的に活
用する。

・縦覧点検での過誤調整件
数：11件
・ﾄﾘﾄﾝモニター活用しての過
誤調整件数：0件

◎

不適切な算定、請求については、
事業所へ確認及び算定要件の説
明を行っている。
不適切な請求が多い事業所に対
しての実地指導等を今後検討し
ていく必要がある。

②給付適正化

介護給付費通知

受給者本人及びご家族に
対して、事業者からの介
護報酬の請求及び費用の
給付状況等について通知
することにより、受給者や
事業者に対して適切な
サービスの利用と提供を
普及啓発するとともに、自
ら受けているサービスを改
めて確認し、適正な請求
に向けた抑制効果を目指
す。

介護認定更新・変更時期の認
定結果通知に同封して通知す
る。これに併せてケアマネは、
必要に応じて利用者ご家族に
対し、サービスの利用状況や
利用者本人の状態の維持・改
善状況、予後等について説明
するものとし、適正な請求に向
けた抑制効果や不適切な利用
状況の把握といった本来目的
の達成のみならず、より効果的
な運用を目指す。

介護認定更新・変更時期の認定結
果通知に同封して通知

介護認定更新・変更時期の認
定結果通知に同封して通知
令和4年度：2,692件

◎

サービスを見直す節目となる介
護認定の更新・変更の時期など
受給者、ご家族の理解を求めや
すい送付時期に同封し通知して
いる。


